
 

防災地域建設委員会資料 
 

 

１ 条例案 

(１) 島根県手数料条例の一部を改正する条例 

(２) 島根県移動等円滑化のために必要な特定公園施設設置 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

(３) 島根県建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 

 

２ 一般事件案 

(１)専決処分事件の報告及び承認について［関係分］ 

《令和６年度島根県一般会計補正予算(第11号)》 

(２) 専決処分事件の報告及び承認について 

《令和６年度島根県営住宅特別会計補正予算(第４号)》 

 

 

３ 予算案 

(１)令和７年度島根県一般会計補正予算(第２号)[関係分] 

 

 

４ 報告事項 

(１)島根県土木部の取組（令和７年度） 

(２)道路照明柱の点検の実施について  

(３)境港出雲道路整備計画検討会の実施について 

(４)２級河川堀川水系堀川の不法係留船対策について 

(５)公共事業再評価（松江北道路及び新大橋・鍛冶橋）の

実施について 
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令和７年６月２５日・２６日 

土 木 部 



 

第83号議案 

 

島根県手数料条例の一部を改正する条例 

（宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料） 

 

 

１ 改正の概要 

 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い、県が徴収する手数料について所要の改正

を行うもの。 

（宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料の新設） 

 

２ 改正の内容 

・宅地造成等に関する工事等の許可の申請に係る手数料 

面積 宅地造成、特定盛土等 土石の堆積 

500㎡以内  14,000円  10,000円 
500㎡超  1,000㎡以内  25,000円  12,000円 

1,000㎡超  2,000㎡以内  35,000円  14,000円 
2,000㎡超  3,000㎡以内  52,000円  18,000円 
3,000㎡超  5,000㎡以内  65,000円  25,000円 
5,000㎡超 10,000㎡以内  87,000円  28,000円 
10,000㎡超 20,000㎡以内 136,000円  34,000円 
20,000㎡超 40,000㎡以内 212,000円  48,000円 
40,000㎡超 70,000㎡以内 338,000円  65,000円 
70,000㎡超100,000㎡以内 486,000円  98,000円 
100,000㎡超 633,000円 120,000円 

    ※変更の場合、変更に係る部分の面積に応じて上記の金額 

 

３ 施行期日 

令和７年10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

令和７年６月25日・26日 

防災地域建設委員会資料 

土 木 部 都 市 計 画 課 
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【参考】 

宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の概要と島根県の取組状況 

 

 

 

１．宅地造成及び特定盛土等規制法の概要 

（１）経緯および法改正の状況 

・Ｒ３年７月、静岡県熱海市で豪雨により不法盛土が崩落し大規模土石流災害が発生 

・旧「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」

がＲ５年５月に施行 

   ・宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域について、区域指定し一定規模以上

の盛土等に対して、許可等を必要とする規制となる。 

（なお、中核市である松江市は、独自に区域を指定し規制する。） 

 

（２）規制区域の種類（資料１－１・２参照） 

   ア 宅地造成等工事規制区域（以下「宅造区域」） 

・市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

を指定（許可対象は、盛土で高さ１ｍ超の崖を生ずるもの等） 

   イ 特定盛土等規制区域（以下「特盛区域」）  

・市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家

等に危害を及ぼしうるエリアを指定（許可対象は、盛土で高さ２ｍ超の崖を生ずる

もの等。１～２ｍ以内は届出対象） 

 

２．島根県の取組状況 

（１）規制区域案（資料２参照） 

・これまでに実施した既存盛土調査の結果等を踏まえ、県全域について隙間の無い規

制区域案を作成 

ア 宅造区域：DID※区域（出雲市・安来市・浜田市・益田市の一部） 

イ 特盛区域：DID区域以外の全域 

※DID：人口集中地区 

 

（２）パブリックコメント実施結果 

実施期間：Ｒ７年３月１０日～４月９日 

意  見：０件 

 

（３）今後の予定 

・Ｒ７年６～７月  関係市町村長の意見聴取 

・Ｒ７年夏頃    制度周知のための説明会開催（市町村、業界関係者等） 

・Ｒ７年１０月以降 規制区域の指定、運用開始 
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資料１－１

盛土規制法パンフレット（一部抜粋）
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資料１－２



(案）

宅地造成工事等規制区域（DID)地区：人口密度が約4,000人／㎢以上、かつ合計常住人口5,000人以上の地域
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 資料２ 
※中核市である松江市は独自に指定し規制



                           

第８３号議案                     

                           

 

島根県手数料条例の一部を改正する条例 

（宅地建物取引業法関係手数料） 

 

１ 提案理由 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、県が徴収する手数料につ

いて所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 条例の概要 

 ⑴ 宅地建物取引業法関係手数料 

オンラインにより免許又は免許の更新を申請する場合の手数料の設定 

改 正 前 改 正 後 

33,000円 33,000円 

（電子情報処理組織を使用する

方法により申請を行う場合にあ

っては、26,500円） 

 

３ 施行期日 

令和７年10月１日から施行する。 

 

令和７年６月25日・26日 

防災地域建設委員会資料 

土 木 部 建 築 住 宅 課 
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第８９号議案 

 

 

島根県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の概要 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下

「令」という。）の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

  引用する条項の整理（令第14条の次に劇場等の客席について規定する 

第15条が追加されることによる条ずれ） 

  改正前 ・・・令第21条第２項第１号に規定する線状ブロック等・・・ 

改正後 ・・・令第22条第２項第１号に規定する線状ブロック等・・・ 

   

３ 施行期日 

公布の日から施行する。（令和７年７月11日予定） 

 

 

【参考】 

「島根県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定 

める条例」の概要 

⑴ 基準を定める事項 

 県立都市公園において特定公園施設を新設、増設又は改築を行う場合 

の幅員、勾配、路面、手すり等の設置基準 

 ⑵ 条例を制定した経緯  

   地方分権改革一括法の施行に伴い、それまで国が定めていた特定公園 

施設の設置基準を地方公共団体が条例で定めることとなった。 

 ⑶ 施行期日 

平成25年３月29日条例施行 

令和７年６月25日・26日 

防災地域建設委員会資料 

土 木 部 都 市 計 画 課 
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 ⑷ 改正箇所 

 第３条第６号 

（園路及び広場） 

第３条 不特定かつ多数の者が利用し・・・園路及び広場は、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。  

⑹ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条

第２号に規定する点状ブロック等及び令第21条第２項第１号に規定す

る線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの（以下

「視覚障害者誘導ブロック」という。）その他の高齢者、障害者等の

転落を防止するための設備が設けられていること。 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」 

（改正前） 

第21条第２項第１号 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うため

に、線状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するも

のであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをい

う。）・・・。 
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                       令和７年６月 25 日・26 日 

第９０号議案                 防災地域建設委員会資料 

                       土 木 部 建 築 住 宅 課 

 

島根県建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 
１ 改正の概要 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部改正により、県が徴収

する建築確認申請手数料等について改正を行い、令和７年４月１日付で施行したとこ

ろであるが、国の技術的助言を踏まえ、完了検査に係る手数料について改正を行う。 

 

２ 条例の内容 

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12年建設省令第20号）第５条

第１項に規定する建設住宅性能評価※の検査を受けて合格した場合は、完了検査におけ

る省エネ基準の検査を不要とし、省エネに係る完了検査の加算手数料を免除する規定

を追加する。 

※特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消

費性能を有するものである旨の建設住宅性能評価に限る 

 

３ 施行期日 
   公布の日 
 
 
（参考）建築確認・検査手続きの流れ 
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承認第１号議案（関係分）、承認第４号議案

        専決処分事件の報告及び承認について  
           （令和６年度土木部補正予算　令和7年3月31日専決処分）

１．一般会計

(1)課別補正額  （単位：千円） 

課　　　　名   補正前の額    補正額    計  

 土木総務課 2,823,519 ― 2,823,519

 技術管理課 462,683 ― 462,683

 用地対策課 1,076,308 ― 1,076,308

 道路維持課 18,810,514 ▲ 192,612 18,617,902

 道路建設課 19,235,133 ― 19,235,133

 高速道路推進課 5,454,848 ― 5,454,848

 河川課 17,191,619 ▲ 581,954 16,609,665

 斐伊川神戸川対策課 222,983 ― 222,983

 港湾空港課 5,573,942 ― 5,573,942

 砂防課 10,444,016 ▲ 373,436 10,070,580

 都市計画課 4,637,743 ― 4,637,743

 下水道推進課 744,154 ― 744,154

 建築住宅課 1,078,329 ― 1,078,329

 一般会計合計 87,755,791 ▲ 1,148,002 86,607,789

(2)補正額の財源内訳 （単位：千円）

(3)補正内容

　①道路除雪費に対する国の補助金の追加配分に伴う増額（＋169百万円）

　②災害発生に備えた枠予算の未執行分の減額（▲1,235百万円）

　③事業の実績確定に伴う執行残の減額（▲82百万円）

２．特別会計

(1)課別（会計別）補正額  （単位：千円） 

課　　　　名   補正前の額    補正額    計  

  港湾空港課
（臨港地域整備特別会計）

1,103,077 ― 1,103,077

  建築住宅課
（県営住宅特別会計）

3,352,344 ▲ 21,010 3,331,334

 特別会計合計 4,455,421 ▲ 21,010 4,434,411

(2)補正額の財源内訳  （単位：千円） 

(3)補正内容

　　①事業の実績確定に伴う執行残の減額（▲21百万円）

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ５ 日 ・ ２ ６ 日

防 災 地 域 建 設 委 員 会 資 料
土 木 部

国庫支出金 使用料・手数料 分担金・負担金 県債 その他の特定財源 一般財源 計

▲ 287,980 0 ▲ 12,210 ▲ 810,900 0 ▲ 36,912 ▲ 1,148,002

国庫支出金 使用料・手数料 分担金・負担金 県債 その他の特定財源 一般財源 計

16,555 ▲ 20,715 ▲ 150 ▲ 16,700 0 0 ▲ 21,010
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第９５号議案（関係分）

１．補正の概要

　(1) 特別職報酬等審議会答申を踏まえた報酬の改正

　　[収用委員会の委員の報酬額]

　(2) 施行日　　　令和７年８月１日

　(3) 歳出補正額（一般会計）　　　７１千円　【人件費（委員報酬）】

２．課別予算額

　(1) 一般会計 （単位：千円）

土木総務課 2,943,588 ― 2,943,588

技術管理課 467,874 ― 467,874

用地対策課 4,124,077 71 4,124,148

道路維持課 14,189,338 ― 14,189,338

道路建設課 15,289,906 ― 15,289,906

高速道路推進課 4,705,774 ― 4,705,774

河川課 10,970,792 ― 10,970,792

斐伊川神戸川対策課 240,170 ― 240,170

港湾空港課 6,259,527 ― 6,259,527

砂防課 9,198,200 ― 9,198,200

都市計画課 4,074,673 ― 4,074,673

下水道推進課 794,439 ― 794,439

建築住宅課 1,206,643 ― 1,206,643

一般会計合計 74,465,001 71 74,465,072

　(2) 特別会計 （単位：千円）

 港湾空港課
（臨港地域整備特別会計） 1,182,759 ― 1,182,759

 建築住宅課
（県営住宅特別会計） 3,281,179 ― 3,281,179

特別会計合計 4,463,938 ― 4,463,938

課　　名
 補正前の額

（Ａ）
 補正額
（Ｂ）

 補正後の額
（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）

令和７年度土木部６月補正予算案（中日提案分）について

課　　名
 補正前の額

（Ａ）
 補正額
（Ｂ）

 補正後の額
（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）

令和７年６月 2 5 日・ 2 6 日

防 災 地 域 建 設 委 員 会 資 料

土 木 部

区　　分 改正前 改正後

会長 日額　38,300円 日額　38,900円

その他の委員 日額　31,900円 日額　32,400円
収用委員会
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島 根 県 土 木 部 の 取 組
（ 令 和 ７ 年 度 ）

令和７年５月
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　令和７年６月25日・26日　
　防災地域建設委員会資料　
　土　　　　木　　　　部　
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道路照明柱の点検について 
 

１．経緯 
○ 令和７年１月８日、出雲市で歩道の照明柱が転倒し、集団登校中の児童１名が負傷 

  出雲市は事故発生日から、市内にある全ての照明柱について緊急点検を実施 

  県は事故の翌日から、管理する全ての照明柱について道路パトロールにより目視を

中心とした緊急点検を実施 

○ 令和７年４月１６日、再度、出雲市で道路照明柱の転倒事故が発生 

○ 島根県においては、すべての道路照明柱を詳細に調査した前回の点検から１０年以上が

経過していることから、県管理道路上のすべての道路照明柱の詳細な点検の実施につい

て検討 

 

２．点検内容 
（１）点検対象 

県管理道路における道路照明柱：８,０６３本  

 

（２）点検方法 

①一次点検 

   ・近接目視 （ ※ 根元に限らず、根元から上についても点検を行う ） 

   ・打音調査 

   ・支柱内部の目視点検（ ※ 必要に応じて、ファイバースコープ等の機器を活用 ） 

②二次点検 

一次点検で“異常あり”と判明したものに対して専用機器を用いた板厚調査を行い、

対策が必要となった場合には、速やかに対応（撤去・修繕）を実施 

 

３．スケジュール 
（１）一次点検：令和７年７月～ （令和８年度中に完了予定） 

  ・以下の優先順位を付けて実施 

①通学路上の照明 → ②歩道設置区間にある照明 → ③その他の照明 

 

（２）二次点検：随時実施 

 

 

４．予算措置 
既定予算により調査を開始し、必要に応じて、補正予算案の提出を検討 

令 和 ７ 年 ６ 月 2 5 日 ・ 2 6 日 

防 災 地 域 建 設 委 員 会 資 料 

土 木 部 道 路 維 持 課 
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境港出雲道路整備計画検討会の実施について 
 

令和６年１２月に開催された「社会資本整備審議会 道路分科会 中国地方小委員

会」において、８の字ネットワークが必要との見解が示されたことを踏まえ、境港・

出雲間の高規格道路の計画の具体化に向け検討を実施するため、「境港出雲道路整

備計画検討会」を開催した。 
 

１．これまでの主な経緯（境港出雲道路関係） 

・R2 年度  「中海・宍道湖圏域道路整備勉強会」開催（国、島根、鳥取、関係市） 

・R4 年度  「中海・宍道湖 8 の字ネットワーク整備による効果分析検討会」開催（経済界主催）  

・R4 年度～ 国への重点要望実施（未着手区間の国直轄事業による早期事業化） 

・R5 年度～ 県、市、各種期成同盟会合同で国へ要望活動実施 

・R6 年 12 月 23 日 社会資本整備審議会 道路分科会 中国地方小委員会 開催 

 
２．検討会概要 

（１）開催日 

令和７年６月１０日（火） （於：松江国道事務所） 

（２）委員 

国土交通省中国地方整備局 道路部道路計画課長 

国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所長 

   島根県土木部高速道路推進課長 

   松江市都市整備部長 

   出雲市都市建設部長 

（３）主な議事内容 

・境港出雲道路沿線地域の状況 

  道路交通課題を含む境港出雲道路沿線地域の状況について確認 

  ・道路交通課題に関する意識調査 

    道路交通課題に関する住民・関係者等への意識調査を行うことで合意 

  ・優先整備区間の検討をしていくことを確認 

 

３．今後の予定 

 ・道路交通課題に関する意識調査（アンケート、ヒアリング）を実施予定 

 ・意識調査結果とりまとめ後、第２回の検討会を年内に実施予定 

令和７年６月 25 日・26 日 

防災地域建設委員会資料 

土 木 部 高 速 道 路 推 進 課 
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令和７年６月 25日・26 日 
防災地域建設委員会資料 
土 木 部 河 川 課  

 

２級河川堀川水系堀川の不法係留船対策について 

 

 堀川河口の不法係留船については、かねてより指導・対策を行ってきたが、令和

７年５月28日に行政代執行により残っていた2隻を撤去し、不法係留船の撤去が完了

した。 

 

１ これまでの指導の経過 

H24.５.９  「堀川プレジャーボート対策協議会」設立 

H24.７.11   重点係留禁止区域指定（ご縁橋から上流800ｍ） 

R５.３     民間の駐艇場開業 

R５.３.31   重点係留禁止区域拡大（ご縁橋から河口まで1,350ｍ） 

R６.４.１   船舶放置禁止区域指定（河口から2,150m） 

R６.８.26～ 指示書による撤去指導 

R６.12.27～ 監督処分（撤去命令） 

R７.２.28～ 戒告の通知      

R７.５.21   代執行令書による通知 

R７.５.28   行政代執行 

（２隻：対象者１名） 

 

 

２ 不法係留船舶数の推移 
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公共事業再評価（松江北道路及び新大橋・鍛冶橋）の実施について 

 

１． 公共事業再評価 

・事業採択後一定の期間を要した事業について、公共事業再評価を実施。 
・公共事業再評価においては、現時点における最新の資材単価等を反映した事業費の 

精査を行い事業継続の必要性や妥当性などを審議。 
 
２． 主な再評価対象案件 

① 一般国道４３１号（松江北道路）道路改築補助事業 【資料１・資料２】 
・事業着手５年経過による再評価 
・事 業 費：２６１億円 → ３５６億円 …＋９５億円 
・増額理由：物価の高騰（労務費、資材価格の上昇）   ：＋９５億円 
 

② （都）松江熊野線（新大橋・鍛冶橋）防災安全交付金事業 【資料２・資料３】 
・事業着手１０年経過による再評価 
・事 業 費：１１０億円 → １６３億円 …＋５３億円 
・増額理由：物価の高騰（労務費、資材価格の上昇）  ：＋３４億円 
      地盤調査結果に伴う地盤改良の追加     ：＋１１億円 
      市街地施工に伴う安全対策の追加      ： ＋３億円 
      工事着手に伴う施工計画の見直しによる増 ： ＋５億円 

 
３． 公共事業再評価のスケジュール 

・R７.６.30：第１回島根県公共事業再評価委員会（対象案件 ２１件） 
※５回程度の開催。年内を目途に対応方針が決定される予定。 

 

令和７年６月 25 日・26 日 
防災地域建設委員会資料 
土木部道路建設課・都市計画課 
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資料１
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1.26 
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1.29 

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

R2 R3 R4 R5 R6 R7
普通作業員 特殊作業委員 土木一般世話役 トンネル世話役
橋りょう世話役 鉄筋工 運転手（一般） 交通誘導警備員B

物価の高騰について −労務費・資材価格の上昇−
(１) 県内の労務単価の推移（基準年のR2を1.0とする）

約20〜30%上昇

参考：主要職種の労務単価比較（R2 ・ R7）

令和2年度 令和7年度
生コンクリート
【高炉18-8-40BB】（円/m3）

16,820 25,520 8,700 1.52

異形棒鋼
【SD345 D16〜25】（円/t）

70,000 104,000 34,000 1.49

道路用鉄筋Con側溝
【3種300A×L=2.0m】（円/個） 9,550 17,800 8,250 1.86

単 価 差額
（R7-R2）

比率
（R7/R2）

資材名

1.25 

1.52 

1.21 1.21 

1.53 
1.49 

1.58 

1.86 

1.48 1.48 

1.30 

1.46 
1.32 1.42 

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

R2 R3 R4 R5 R6 R7

生コンクリート【高炉18-8-40BB】（円/m3） アスファルト合材【粗粒（20）】（円/t）
異形棒鋼【SD346 D16〜25】（円/t） 道路用鉄筋Con側溝【3種300A×L=2.0m】（円/個）
鋼板【厚板・無規格 定尺】（円/t）※全国値 PC鋼より線【SWPR7A 7本より線A種φ15.2】（円/t）
高力ボルト【（HTB）F10T M20】 （円/t）

・生コン（Con製品含む）や鋼材の価格が高騰
・２倍近い上昇率の資材あり

参考：主要建設資材の単価比較：松江A地区（R2 ・R7）

(２) 県内の資材単価の推移（基準年のR2を1.0とする）

約20〜90%上昇

令和2年度 令和7年度

普通作業員 16,200 19,200 3,000 1.19

特殊作業員 18,800 23,200 4,400 1.23

鉄筋工 20,800 26,600 5,800 1.28

交通誘導警備員B 11,800 15,200 3,400 1.29

差額
（R7-R2）

比率
（R7/R2）

職 種 単 価（円/人）

・公共工事の設計労務単価は上昇

※各年度 4月1日単価を採用※各年度 3月1日改定単価を採用
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市街地施工に伴う安全対策追加
工事着手に伴う施工計画見直しによる増

地盤調査結果に伴う地盤改良追加

資料３


